
鳥取県がん患者等の社会参加応援事業補助
金の事務手続きについて

１． 対象補助具のご購入

２． 交付申請書兼実績報告書提出

３． 交付決定及び交付額確定通知到着
（交付申請及び実績報告から原則３０日以内）

対象補助具の詳細は、とりネットに掲載している補助金のご案内、Q&Aをご覧ください。

資料提出・問い合わせ先
・鳥取市保健所
〒６８０－０８４５ 鳥取市富安２－１３８－４ 電話：０８５７－３０ー８５８５

・中部総合事務所 倉吉保健所
〒６８２－０８０２ 倉吉市東巌城町２ 電話：０８５７－２３－３１４３

・西部総合事務所 米子保健所
〒６８３－００５４ 米子市糀町１丁目１６０ 電話：０８５９－３１－９３１８

〔別紙１〕

◎補助金の支払い
交付決定及び交付額確定を行った日から３０日以内に、
指定の口座へお支払いします。

＊交付申請の取下げは、交付決定通知を受けた日から２０日以内に限り
行うことができます。

○交付申請書兼実績報告書（様式第１号）は、
下記提出先に郵送又は持参してください。

＊購入日の属する年度の３月末日までに申請してください。
ただし、１月から３月末までに購入したものについては、購入日の属する年度の

翌年度の３月末までの申請が可能です。


